
１６：４０以降は、施錠を行います。履物を持って教室へ向かってください。
（お帰りの際は、担任に出る場所を確認してください）

昇降口または、東側（体
育館側）の１階渡り入口
からお入りください。
（職員室へ上がる玄関の
利用はご遠慮ください）

学校だより

第４号 北山
「自分の命は自分で守る」子どもたちに

現在、暑さ指数（ＷＢＧＴ）や気温が規準を超え、体育や外遊びができなくなる状況にはなってい

ませんが、暑さを感じる日が増えてきました。児童の健康状態には十分注意して活動していきます。

また、マスクの着用について「周りの人と離れているとき」や「息苦しさを感じたとき」は、熱中症

への対策を優先させていくようにします。ご理解をお願いします。

【ランドセルについて】

暑さ対策の一つとして、持ち帰りの教科書類をできるだけ少なくします。また、ランドセルの代わりに両手を

あけることができる（両肩にかける）バックでの登校を可能とします。＜期間：9月までと考えています＞

７日（水） ８日（木） ９日（金）

ＰＴＡ常任委員会（縮小） 視聴覚室 １０：００～１０：３０

で行いますＰＴＡ校外生活委員会 １１：００～１１：３０

１３：３０ ～ １６：３０
個人懇談会 各教室で行います

毎朝、北門前の歩道橋下や東門前の横断歩道で子どもたちの登校の見守りをしています。

子どもたちの元気な笑顔と明るい声にうれしさと喜びを感じています。また、保護者や地域の

皆様には、日頃から見守りをしてくださったり、コロナ感染対応にもご協力をいただいたりと、

子どもたちが穏やかな学校生活を送ることができています。本当にありがとうございます。

子どもたちには、地震避難訓練の時には、「お・は・し・も」

（お…おさない は…はしらない し…しゃべらない も…もどらない）

という言葉で心構えを伝えました。また、登下校の時には、並び方や歩き方、不審者への注意

について伝えています。事故や災害はいつ起きるか分かりません。そのため、「自分の命を自

分で守ることのできる子ども」に育ってほしいと願っています。

①保護者や教師の指示が届かなくても自分の力で周囲の状況を確認し、どうやってどこへ

避難したら安全か判断する。

②普段から行動（安全のため）の習慣化をする。このことが大切であると考えます。

これからも子どもたちの安全な生活が守られるように心がけながら、子どもたちや先生方と

一緒に学び取り組んでいきたいと思います。

北山小学校長 倉永 直樹

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ 日

大府 市立 北山小 学 校



ヘルメットの形状、色は問わないことになりました。

※ 転倒時の衝撃から、頭部を守るという

目的に沿ったものを選んでください。

以上のような連絡を受けました。
中学校の入学に備えて、これからヘルメットを

購入する場合は参考にしてください。
現在、多くの中学生が使用しているヘルメット

でも構いません。安全上の問題もありません。

＜問い合わせ＞

大府北中学校 教頭 本田雅志先生

県の教育施策やイベント情報等を随時発信します。

北山小HPのタイトル部分にリンクをつけてあります。６月１７日には「知事

からのメッセージ」というタイトルで、～健康で安全にこの夏を過ごそう～

とメッセージがあります。是非ご覧ください。

＜紹介ビデオをみんなで見ました＞

２９日、３０日に児童会役員が中心になって作成したビデオ映像を

給食の時間に放映しました。「新しくできた調理室」「今年北山小学校に

赴任した先生の紹介」「学校の様子」などが紹介されていて、全校で楽し

く視聴しました。（様子は、お子さんに聞いてみてください！）

＜１年生体育プログラム＞

大府市の取組で、６月１５日､２２日､２９日

の３回で講師の方（４名）に跳び箱の指導を

通して体の使い方を教えていただきました。

（本年度、本校と東山小）

専門的にこつを教えていただき、３回目に

は元気に跳び箱を跳ぶ児童が増えていました。

＜ひみこのはがいーぜ＞

東昇降口を入ったところに給食掲示板があります。

６月４日～１０日が、歯と口の健康週間という

ことで右のような掲示がしてありました。

「よく噛むといいことがいっぱい」

８つのいいことにつながるようです。

しっかり噛んで健康に過ごしましょう！

こちらのQRコードから確認できます

【ヘルメットに関する大府市の助成制度】

大府市では、大府市交通安全条例の一部を改正し

「乗車用ヘルメットの着用促進」

や「自転車損害賠償責任保険等

への加入義務（10月1日～）」

に取り組み、自転車の安全利用

を推進しています。

その一環として標記

補助制度が創設され、４月から開始しています。

本日、県PTA連絡協議会からの案内も配付し

ました。条例や自転車を利用する上での責任も

記載されています。ご一読ください。

こちらのQRコードから確認できます


